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３年以内の見直し検討チーム（平成26年9月19日）

 原子力災害を含む大規模複合災害への対応に関し、平時の準備と緊急時の対応を効果的に行うことができる連携体制の
構築について、今後検討。

（１） 第１回3年以内の見直し検討チームにおける継続検討事項

 前回会合において、原子力災害を含む大規模複合災害への対応力強化に向けた取組が継続検討事項とさ
れている。

国会事故調（東京電力福島原子力発電所事故調査委員会）報告書

 提言２：政府の危機管理体制の見直し
（中略）
２）放射能の放出に伴う発電所外（オフサイト）の対応措置は、住民の健康と安全を第一に、政府及び自治体が中心となっ
て、政府の危機管理機能のもとに役割分担を行い実施する（後略）。

政府事故調（東京電力福島原子力発電所における事故調査・検証委員会）報告書

 関係機関の在り方に関するもの
○ 緊急事態に迅速かつ適切に対応する組織力

大規模災害に対応できるだけの体制を事前に整備し、関係省庁や関係地方自治体と連携して関係組織全体で対応で
きる体制の整備も図った上、その中での規制機関の役割も明確にしておく必要がある。また、平常時から防災計画の策
定や防災訓練等を実施し緊急時の対応に万全を期すべきである。

 原子力災害に対応する態勢に関するもの
○ 原災時の危機管理態勢の再構築に関する提言

今回の事態を教訓に、原子力事故と地震・津波災害との複合災害の発生を想定した原災マニュアルの見直しを含め、
原子力災害発生時の危機管理態勢の再構築を早急に図る必要がある。…

（２）大規模複合災害への対応に関連する国会事故調・政府事故調の提言

１．前回からの継続検討事項 （大規模複合災害への対応強化について）
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２．原子力災害を含む複合災害時の体制（現状）

大規模自然災害を契機として原子力災害が発生した場合、災害対策基本法に基づく緊急災害対策本部等と、

原子力災害対策特別措置法に基づく原災本部等がそれぞれ設置される。原子力災害を含む複合災害時の連携

体制は下図の通り。
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２．訓練のポイントから見た主な教訓事項

（１）国、地方公共団体、原子力事業者間の連携

 （前略）その中で、事態進展に伴う国、地方公共団体、原子力事業者等の連携を
確認するため、情報連絡体制の確立や国からの要請及び指示・公示等の発出のた
めの手順を確認した。また、緊急時対応センター及び現地オフサイトセンターで
は、オンサイト対応とオフサイト対応に区分した指揮命令系統及び実施体制を設
け、情報の伝達・共有及び一連の緊急事態応急対策を実施した。（後略）

３．今後の対応

 （前略）平成２７年度原子力防災訓練ではこれらの教訓を反映し、より実戦的な
訓練となるよう改善を図る。なお、複合災害への的確な対応ができるよう内閣府
政策統括官（防災担当）との連携や合同訓練を引き続き実施していく。

３． 原子力総合防災訓練の実施結果から抽出された課題

出所：内閣府政策統括官（原子力防災担当）
「平成２６年度原子力総合防災訓練の実施結果について」
（平成２６年１２月２４日 原子力規制委員会資料）
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１．情報収集の一元化

被災地等の情報について、両本部事務局がほぼ同時に同じ情報を入手できる体制及び設備を整備

＜具体の対応＞

①事務局相互のリエゾンの派遣、②情報システムの相互導入

２．意思決定の一元化

緊対本部会議と原災本部会議が合同で会議を行い、両本部の情報を集約し総合的に判断

＜具体の対応＞

緊対本部会議と原災本部会議の合同会議の開催

３．指示・調整の一元化

緊対本部と原災本部の実動組織の調整部門を一体化し、一元的に指示・調整

＜具体の対応＞

①両本部の実動組織の調整部門の一元化、②救助・救難活動や被災者支援調整の一元化

４．大規模複合災害への対応の強化に係る基本方針（対応の方向性）

＜複合災害対応のための「三つの一元化」＞

自然災害と原子力災害の複合災害時には、緊急対策本部と原子力災害対策本部が設置されるが、災害の現
場、対処する実動組織は同じ、複合災害への対応は、初動段階から両本部が情報を共有し、現場への指示を
一元的に行うことが必要。

４．複合災害を想定した防災訓練の実施
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５．大規模複合災害への両本部の対応イメージ（対応の方向性）

情報収集の一元化

本部
会議

原子力災害対策本部 緊急災害対策本部

事務局
（現地組織

含む）

意思決定の一元化

• 両本部による合同会議の開催

原子力規制庁ERC等

• 原発事故の鎮圧
• 放射線モニタリング
• 原発周辺住民への避難等に関

する調整

• 地震等による被災状況の
把握

• 被災者の救助
• 避難住民への支援

内閣府庁舎等

指示・調整の一元化

• 相互にリエゾンの派遣。

• 情報共有ネットワーク
の相互導入

現場
活動

• 両本部から実動組織等への指示・調整の一元化
• 救助・救難活動や被災者支援の一元化
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